
～河内長野市では、市内での起業を応援します～ 

河内長野市では、市内産業の振興に繋がる起業促進を図ることを目的として、「河内長野市

起業家支援事業補助金」を制定しました。市内起業家が起業までに必要な「広告宣伝費」
「事業所用設備経費」に対し補助金を交付します。 

Plan 
河内長野市起業家支援事業補助金 

      ～起業しやすい環境のため、起業に際し必要な経費を補助～  

 補助対象経費 

 

（１）広告宣伝費 
 ・事業開始時の広告宣伝に要する経費 
 

（２）事業所用設備経費 
 ・事業所等の開設に係る設備 
 ・備品購入費(汎用性が高いもの、消耗品の類を除く) 
 ・設備設置費等の経費 

 補助金額 

補助対象経費の２分の１以内  

（１）・（２）の各経費につき  上限額１０万円！ 

       最大２０万円を補助！（但し、１事業者１回かぎり） 

 申請時添付書類 

・住民票の写し 
・市税の完納証明書 
・社会保険料に滞納がないことの証明書 
・補助対象経費の見積書 
・補助を希望する事業の内容がわかるもの（仕様書等） 
・営業許可証の写し（必要業種の場合。申請時には、取得までの計画書で可） 
（※転居状況などで添付書類が変更となる可能性があります） 

 

• 起業の日を迎えておらず、補助事業年度内に開業（または法人設立）の届出可能な
方、または、起業の日から１年を経過をしていない方 

• 事業主が本市に居住し、住民基本台帳に記録されている（個人事業）方 
• 本社機能を有する事業所を市内に設置する予定の方（法人の場合は、登記上の本店

所在地も市内に設置する予定の方） 
• 市税を滞納していない方 
• 本市より、特定創業支援の証明書発行を受けている方 
• 必要な許認可を受けている（未取得の場合は、取得までの計画書を提出できる）方 
• 風俗営業に該当する業種でないこと（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律で規定） 
• 市長が補助対象事業として適当と認める業種での起業を予定している方 
• 違法な行為を手段としていない方 

以下全てに該当する方が申請できます 

補助内容 

詳しくはお問い合わせを：市役所産業観光課（0721-53-1111） 


